
6. ガス小売全面自由化
の課題と対策
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小売自由化の評価

・都市圏などのエリアを中心として、旧一般電気事業者をはじめと
する小売事業者の新規参入は進展。
取次をはじめとしたさまざまな参入形態による新規参入もある。

・加えて、創意工夫にあふれる新たな料金メニュー・サービスの提
供により、消費者の選択肢は着実に増加。

※都市ガスは従来からＬＰガスやオール電化などの他エネルギーと競合していることにも留意
が必要。

一方で…

・自由化の進展が活発なエリア以外の消費者は恩恵が少ない
＝地域間格差の存在。

・これらの参入が限定的なエリアにおいては、さらなる消費者の
選択肢拡大・料金抑制のために競争基盤整備が必要。
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分野 主な課題

調達・製造 ・同エリアに十分な調達・製造能力を持つ事業者が存在しない
（もしくは、参入してこない）

託送供給 ・導管と接続されているLNG基地の多くが、旧一般ガス事業者の
もののみ

小売 ・消費機器保安責任の体制が十分な事業者が存在しない
（もしくは、参入してこない）

“参入が限定的なエリア”における

参入促進のためのポイント

・前述の「地域間格差」を解消するためには、これらの地域におけ
る主な課題への対策が必要

※取次・ワンタッチ供給などのさまざまな参入形態が存在することを踏まえて検
討が必要。
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課題と対策（調達・製造）
課題

同エリアに十分な調達能力を持つ事業者が存在しない
（もしくは、参入してこない）。

・調達ではガスの卸売環境の整備が一つの打ち手。

・製造においては、制度の一部見直し・運用に対策を求める。

-第三者利用制度対象となる「ガス製造事業者」該当条件の引下げ
（現行制度では容量20万kl以上)。

-適正な情報開示、第三者の利用可能容量の精査 ＝現行制度の運用徹底

出典：経済産業省

エリアによっては、
・第三者利用制度対象の

基地がない
・旧一般ガス事業者の基

地以外、導管に接続され
ていない
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課題と対策（ガス製造事業者）

出典：経済産業省
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課題
導管と接続されているLNG基地の多くが、旧一般ガス事業者の
もののみである。

強力な小売・卸売事業者になりうる旧一般電気事業者の基地と
の連結を促進する。

課題と対策（託送供給）

供給区域に接続されているLNG基地（例）

エリア 基地
所有区分

基地
利用

ガス
単独

新規
単独

共用

北海道 石狩 ◯ 可
仙台 港工場 ◯ 不可

東京

日立 ◯ 可
袖ヶ浦 ◯ 可
根岸 ◯ 可
扇島 ◯ 可

静岡 袖師 ◯ 可

東邦
知多 ◯ 可

四日市 ◯ 可

エリア 基地
所有区分

基地
利用

ガス
単独

新規
単独

共用

大阪

泉北１・２ ◯ 可
姫路製造所 ◯ 可

姫路 ◯ 可
堺 ◯ 可

広島 廿日市 ◯ 不可

西部
ひびき ◯ 可
長崎 ◯ 不可

日本
ガス

鹿児島
◯

不可

※旧一電のLNG基地は、以下に記載するようなガス導管と接続されていないものも多い
-新仙台火力発電所（東北電力、宮城県）
-上越火力発電所LNG設備（中部電力・新潟県）
-柳井発電所（中国電力・山口県）
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課題
消費機器保安責任の体制が十分な事業者が存在しない
（もしくは、参入してこない）。

ガイドラインに沿って、旧一般ガス事業者は受託（※）＝現行制度の運用徹
底 （※）新規事業者の体制が整うまで

課題と対策（小売）

出典：経済産業省

「適正なガス取引についての指針」の主な改定事項
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その他の課題と対策

・自由化による競争のもと、一部の事業者において不適切な営業行
為などの消費者問題が発生。（監視等委員会の業務改善勧告事例あり。）

⇒消費者の信頼を裏切る大変残念な事態である。
⇒問題発生時の厳格な処分、監視・牽制機能強化が必須。

・一括受ガス議論の再燃？
⇒新しい制度設計においても、保安上の問題をクリアできないこと

や、消費者の供給者選択に制約を課す可能性が高いこと等から、
一括受ガスは許容されていない。
⇒「一括受電」では、全面自由化後、消費者がスイッチングしたくて
もできない事態が発生。（※）

(※)一括受電は、電力の小売全面自由化前に、当時は大きなデ
メリットが想定されなかったことから解禁されていた。

・関西などの一部エリアでは、すでに電力・ガスの垣根を越えた総合
エネルギー市場での競争が発生している。
⇒「電力」と「ガス」、それぞれセパレートなルールではなく、統合的

な市場に対してのルール作り・運用が求められる。
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最近の業務改善勧告
・平成30年(2018年)3月2日に、監視等委員会は東電EPへ業務改善「勧告」を実施。
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電力・ガス取引監視等委員会の法的位置づけはこのままでよいか。

「電力取引監視等委員会」が国家行政組織法八条委員会として平成27年9月1日に立ち
上がった。委員長は八田達夫氏。

中立的な学識経験者のみからなる委員会が市場のルールについて議論する時代に変
わったことは大きな進歩であり、改革の一つとして評価できる。

委員会には、総務課、取引監視課、ネットワーク事業監視課からなる専任の事務局など
のほか、地方組織の経済産業局等においても総務企画部門に取引監視室等を設置し、
その事務の処理に当たっている。その状況によっては、今後この委員会を三条委員会に
格上げし、規模や権限を拡大すべしとの声があがる可能性があるのではないか。

さらなる論点：
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三条委員会
国の行政組織の一つ。一般に行政委員会とよばれ、府省の大臣などからの指揮や監督を受
けず、独立して権限を行使することができる合議制の機関。国の行政機関の名称や機構など
を定めた国家行政組織法第三条に規定されているため、三条委員会とよばれる。国家行政
組織法第三条では、府と省を内閣の行政事務を行う組織とし、その外局として、委員会と庁
を置くことを規定している。三条委員会は庁と同格の行政機関であり、高い独立性を保つた
めに予算や人事を自ら決定し、独自に規則や告示を制定することができ、それを命令、公表
する権限が与えられている。

三条委員会には、公正取引委員会、公害等調整委員会、原子力規制委員会などがある。

出典 小学館 日本大百科全書
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公正取引委員会（三条委員会）

出典：公正取引委員会

公正取引委員会は，独占禁止法を運用するために設置された機関で，独占禁止法の補
完法である下請法の運用も行っています。

国の行政機関には，○○省や◎◎庁と呼ばれるもののほかに，一般に「行政委員会」と
呼ばれる合議制の機関があります。公正取引委員会は，この行政委員会に当たり，委員
長と4名の委員で構成されており，他から指揮監督を受けることなく独立して職務を行うこ
とに特色があります。

また，国の行政組織上は内閣府の外局として位置づけられています。
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公害等調整委員会（三条委員会）

公害等調整委員会は、総務省の外局として設置されている行政委員会で、

調停や裁定などによって公害紛争の迅速・適正な解決を図ること
（公害紛争処理制度）

鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益等との調整を図ること
（土地利用調整制度）

を主な任務としています。

出典： 総務省
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原子力規制委員会（三条委員会）

原子力規制委員会は、2011 年 3 月 11 日に発生した東京電力福島原子力発電所事
故の教訓 に学び、二度とこのような事故を起こさないために、そして、我が国の原子
力規制組織に対 する国内外の信頼回復を図り、国民の安全を最優先に、原子力の安
全管理を立て直し、真の 安全文化を確立すべく、設置された。

出典：原子力規制委員会
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八条委員会

国の行政機関の内部に設置され、有識者らの合議制で審議や調査を行う組織。国の
行政機関の機構などを定めた国家行政組織法第8条では、省庁などの国の行政機関

がそれぞれ所轄する業務の範囲内で、重要な事案の審議、調査、研究、不服審査な
どを行うために審議会や委員会を置くことができると規定している。

内閣府に設置されている消費者委員会や経済産業省に設置されている電力・ガス取
引監視等委員会などがこの八条委員会にあたる。

八条委員会は、所管省庁の配下に置かれている組織のため、予算や人事のうえで組
織自体の独立性は三条委員会ほど高くはない。また、問題のある事業者などへ直接
命令や勧告を下すことはできず、第三者的機能を有する組織の権限として、強制力を
もたない範囲で行政機関に対する勧告や意見、建議などを行うにとどまる。

消費者を守る機関の機能強化や市場の監視機関の機能強化が、今後一層重要にな
る。そのような分野を所掌する八条委員会は、三条委員会に「格上げ」すべきとの声も
上がりうるのではないか。
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消費者委員会（八条委員会）

消費者行政全般を監視し、内閣総理大臣への勧告権限をもつ第三者機関。ガス瞬間
湯沸かし器による死亡事件や中国製冷凍餃子(ギョウザ)による薬物中毒事件などにお

いて、消費者の生命にかかわる重大情報が国民に迅速に伝わっていなかったことへの
反省から、「消費者庁及び消費者委員会設置法」に基づいて、2009年（平成21）9月に消
費者庁と同時に発足した委員会。委員会は10人以内の民間有識者で構成される。

当初、消費者庁内に設けられる予定であったが、内閣府に独立して置かれることになっ
た。委員の任期は2年で、再任が認められている。消費者の安全・安心にかかわる重要

事項を調査し、各省庁をチェックして、内閣総理大臣や担当大臣、消費者庁長官らに勧
告・建議する権限をもつ。各省庁などからの諮問にも応じる。
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電力・ガス取引監視等委員会（八条委員会）

• 電力・ガス取引監視等委員会は、電力・ガス・熱供給の自由化に当
たり、市場の監視機能等を強化し、市場における健全な競争を促す
ために設立された、経済産業大臣直属の組織である。本委員会の
委員長及び委員4名は、法律、経済、金融又は工学の専門的な知識
と経験を有し、その職務に関し、公正かつ中立な判断をすることがで
きる者のうちから、経済産業大臣により任命される。

• 委員長及び委員は、独立してその職権を行うこととされている。
本委員会には、総務課、取引監視課及びネットワーク事業監視課の
３課からなる専属の事務局が置かれているほか、各地方の経済産
業局等においても取引監視室が設置されている。

• 委員会は、法律に基づき、事業者に対する報告徴収や立入検査、業
務改善勧告、あっせん・仲裁など委員会単独で行う権限と、託送料
金の認可や小売事業者の登録等に際して審査を行い、経済産業大
臣に対し意見を述べたり、取引ルールについて経済産業大臣に建議
する権限を行使して、電力・ガス・熱の適正取引の監視や、電力・ガ
スのネットワーク部門の中立性確保のための行為規制等を実施する。

出典:経済産業省
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電力・ガス取引監視等委員会組織図

出典:経済産業省

79 / 90 ページ



経済産業省における電力・ガス取引監視等委員会の関係図
出典:経済産業省
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電力・ガス取引監視
等委員会ロゴマーク

• 委員会のロゴマークについては、大空から地
上を見渡すことができる鷹を市場監視のイ
メージに重ね、マーク上部に翼を広げた鷹の
姿をデフォルメするとともに、監視対象として
の電力等のネットワークが地上に敷き巡らさ
れているイメージをマーク下部に表現した。

参考

出典:経済産業省
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電力・ガス取引監視等委員会
参考

出典:経済産業省
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